
土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転

圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ

ム
・
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ

ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

材
料

そ
の
他
（

J
I
S
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た

レ
デ
ィ
ー

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を

使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

〇

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転

圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ

ム
・
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ

ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

材
料

そ
の
他
（

J
I
S
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た

レ
デ
ィ
ー

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を

使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

〇

誤記修正

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
・
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ
ン
ク

リ
ー

ト
を
除
く
）

施
工

必
須

スランプ試験 JIS A 1101 小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることが
できる。
1工種当たりの総使用量が50
㎥以上の場合は、50㎥ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ１ｍ以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0ｍ
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
・
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ
ン
ク

リ
ー

ト
を
除
く
）

施
工

必
須

スランプ試験 JIS A 1101 小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることが
できる。
1工種当たりの総使用量が50
㎥以上の場合は、50㎥ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ１ｍ以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0ｍ
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種

誤記修正

現行版（令和６年９月版） 改定版（令和７年10月版）

スランプ５㎝以上８㎝未満：
許容差±1.5㎝
スランプ８㎝以上18㎝以下：
許容差±2.5㎝
スランプ2.5㎝：許容差±1.0㎝

・荷卸し時
１回／日以上、または構造物の
重要度と工事の規模に応じて20
～150㎥ごとに１回、及び荷卸
し時に品質変化が認められた
時。ただし、道路橋鉄筋コンク
リート床版にレディーミクスコ
ンクリートを用いる場合は原則
として全運搬車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全運搬車
試験を行うが、スランプ試験の
結果が安定し良好な場合はその
後スランプ試験の頻度について
監督員と協議し低減することが
できる。

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

スランプ５㎝以上８㎝未満：
許容差±1.5㎝
スランプ８㎝以上18㎝以下：
許容差±2.5㎝
スランプ2.5㎝：許容差±1.0㎝

・荷卸し時
１回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20～150
㎥ごとに１回、及び荷卸し時に
品質変化が認められた時。ただ
し、道路橋鉄筋コンクリート床
版にレディーミクスコンクリー
トを用いる場合は原則として全
運搬車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全運搬車
試験を行うが、スランプ試験の
結果が安定し良好な場合はその
後スランプ試験の頻度について
監督員と協議し低減することが
できる。

骨材　40%以下
砂利　35％以下
舗装コンクリートは35％以下
ただし、雪寒冷地の舗装コンク
リートの場合は25％以下

工事開始前、工事中１回以上／
12か月及び産地が変わった場
合。
ただし、砂利の場合は、工事開
始前、工事中１回／月以上及び
産地が変わった場合。

砕石　40%以下
砂利　35％以下
舗装コンクリートは35％以下
ただし、雪寒冷地の舗装コンク
リートの場合は25％以下

工事開始前、工事中１回以上／
12か月及び産地が変わった場
合。
ただし、砂利の場合は、工事開
始前、工事中１回／月以上及び
産地が変わった場合。
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工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
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工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行版（令和６年９月版） 改定版（令和７年10月版）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
・

覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度
試験

JIS A 1108 小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は１工種１回以上の試
験、またはレディーミクス
トコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることが
できる。
1工種当たりの総使用量が50
㎥以上の場合は、50㎥ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ１ｍ以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0ｍ
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
・

覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度
試験

JIS A 1108 小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は１工種１回以上の試
験、またはレディーミクス
トコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることが
できる。
1工種当たりの総使用量が50
㎥以上の場合は、50㎥ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ１ｍ以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0ｍ
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

誤記修正

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
・

覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

施
工

必
須

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は１工種１回以上の試
験、またはレディーミクス
トコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることが
できる。
1工種当たりの総使用量が50
㎥以上の場合は、50㎥ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ１ｍ以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0ｍ
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

１
　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
・

覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
吹
付
け
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
除
く
）

施
工

必
須

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は１工種１回以上の試
験、またはレディーミクス
トコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることが
できる。
1工種当たりの総使用量が50
㎥以上の場合は、50㎥ごと
に1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ１ｍ以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0ｍ
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

誤記修正

3
既
成
杭
工

材
料

必
須

外観検査（鋼管杭・コン
クリート杭・H鋼杭）

目視

〇

3
既
成
杭
工

材
料

必
須

外観検査（鋼管杭（鋼管
ソイルセメント杭を含
む）・コンクリート杭・
H鋼杭）

目視

〇

適用範囲の
明確化

目視により使用上有害な欠陥
（鋼管杭は変形など、コンク
リート杭はひび割れや損傷な
ど）がないこと。

設計図書による。 目視により使用上有害な欠陥
（鋼管杭は変形など、コンク
リート杭はひび割れや損傷な
ど）がないこと。

設計図書による。

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
１回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20～150
㎥ごとに１回、及び荷卸し時に
品質変化が認められた時。

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
１回／日以上、または構造物の
重要度と工事の規模に応じて20
～150㎥ごとに１回、及び荷卸
し時に品質変化が認められた
時。

１回の試験結果は指定した呼び
強度の85
％以上であること。
３回の試験結果の平均値は、指
定した呼び強度以上であるこ
と。
（１回の試験結果は、３個の供
試体の試験値の平均値）

・荷卸し時
１回／日以上、構造物の重要度
ど工事の規模に応じて20～150
㎥ごとに１回、なお、テスト
ピースは打設場所で採取し、１
回につき６個（σ7…３個、σ
28･･･３個）とする。
・早強セメントを使用する場
合には、必要に応じて１回に
つき３個（σ３）を追加で採
取する。

※打設量が小規模の場合は別紙
「日当たり打設量が小規模とな
るﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理
基準」による。

１回の試験結果は指定した呼び
強度の85
％以上であること。
３回の試験結果の平均値は、指
定した呼び強度以上であるこ
と。
（１回の試験結果は、３個の供
試体の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷時
に運搬車から採取した試料
１回／日以上、または構造物の
重要度と工事の規模に応じて20
～150㎥ごとに１回、なお、テ
ストピースの採取は、１回につ
き６個（σ7…３個、σ28･･･３
個）とする。
・早強セメントを使用する場
合には、必要に応じて１回に
つき３個（σ３）を追加で採
取する。



土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行版（令和６年９月版） 改定版（令和７年10月版）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

外観検査（鋼管杭） JIS A 5525 ・外径700㎜未満：上ぐいと
下ぐ
いの外周長の差で表し、そ
の差を
２㎜×π以下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以
下：上ぐいと下ぐいの外周
長の差で表し、その差を３
㎜×π以下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000
㎜以下：上ぐいと下ぐいの
外周長の差で表し、その差
を４㎜×π以下とする。

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

外観検査（鋼管杭（鋼管
ソイルセメント杭を含
む））

JIS A 5525 ・外径700㎜未満：上ぐいと
下ぐ
いの外周長の差で表し、そ
の差を
２㎜×π以下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以
下：上ぐいと下ぐいの外周
長の差で表し、その差を３
㎜×π以下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000
㎜以下：上ぐいと下ぐいの
外周長の差で表し、その差
を４㎜×π以下とする。

適用範囲の
明確化

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭・コンクリート
杭・H鋼杭の現場溶接
浸透探傷試験（溶剤除去
性染色浸透探傷試験）

JIS Z 2343
-1,2,3,4,5,6

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭を含む）・コンク
リート杭・H鋼杭の現場
溶接浸透探傷試験（溶剤
除去性染色浸透探傷試
験）

JIS Z 2343
-1,2,3,4,5,6

適用範囲の
明確化

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭・H鋼杭の現場溶
接放射線透過試験

JIS Z 3104 3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭を含む）・H鋼杭
の現場溶接放射線透過試
験

JIS Z 3104 適用範囲の
明確化

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭の現場溶接超音波
探傷試験

JIS Z 3060 中堀り杭工法等で、放射線
透過試験が不可能な場合
は、放射線透過試験に替え
て超音波探傷試験とするこ
とができる。

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭を含む）の現場溶
接超音波探傷試験

JIS Z 3060 中堀り杭工法等で、放射線
透過試験が不可能な場合
は、放射線透過試験に替え
て超音波探傷試験とするこ
とができる。

適用範囲の
明確化

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭・コンクリート杭
（根固め）
水セメント比

比重の測定による水セメ
ント比の推定

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭を含む）・コンク
リート杭
（根固め）
水セメント比

比重の測定による水セメ
ント比の推定

適用範囲の
明確化

[円周溶接部の目違い]
外径700㎜未満：許容値２㎜以
下
外径700㎜以上1,016㎜以下：許
容値３㎜以下
外径1,016㎜を超え2,000㎜以
下：許容値４㎜以下

[円周溶接部の目違い]
外径700㎜未満：許容値２㎜以
下
外径700㎜以上1,016㎜以下：許
容値３㎜以下
外径1,016㎜を超え2,000㎜以
下：許容値４㎜以下

JIS Z 3060の１類から３類であ
ること

原則として溶接20箇所毎に１箇
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を４方
向から探傷し、その探傷長は30
㎝／１方向とする。
（20箇所毎に１箇所とは、溶接
を20箇所施工した毎にその20箇
所から任意の１箇所を試験する
ことである。）

JIS Z 3060の１類から３類であ
ること

原則として溶接20箇所毎に１箇
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を４方
向から探傷し、その探傷長は30
㎝／１方向とする。
（20箇所毎に１箇所とは、溶接
を20箇所施工した毎にその20箇
所から任意の１箇所を試験する
ことである。）

設計図書による。
また、設計図書に記載されてい
ない場合は60％～70％（中堀り
杭工法）、60％（プレボーリン
グ杭工法及び鋼管ソイルセメン
ト杭工法）とする。

試料の採取回数は一般に単杭で
は30本に１回、継杭では20本に
１回とし、採取本数は１回につ
き３本とする。

設計図書による。
また、設計図書に記載されてい
ない場合は60％～70％（中堀り
杭工法）、60％（プレボーリン
グ杭工法及び鋼管ソイルセメン
ト杭工法）とする。

試料の採取回数は一般に単杭で
は30本に１回、継杭では20本に
１回とし、採取本数は１回につ
き３本とする。

われ及び有害な欠陥がないこ
と。

原則として全溶接箇所で行う。
ただし、施工方法や施工順序等
から全数量の実施が困難な場合
は監督員との協議により、現場
状況に応じた数量とすることが
できる。なお、全溶接箇所の
10％以上は、JIS Z 2343-
1,2,3,4,5,6により定められた
認定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

われ及び有害な欠陥がないこ
と。

原則として全溶接箇所で行う。
ただし、施工方法や施工順序等
から全数量の実施が困難な場合
は監督員との協議により、現場
状況に応じた数量とすることが
できる。なお、全溶接箇所の
10％以上は、JIS Z 2343-
1,2,3,4,5,6により定められた
認定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

JIS Z 3104の１類から３類であ
ること

原則として溶接20箇所毎に１箇
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を４方
向から透過し、その撮影長は30
㎝／１方向とする。
（20箇所毎に１箇所とは、溶接
を20箇所施工した毎にその20箇
所から任意の１箇所を試験する
ことである。）

JIS Z 3104の１類から３類であ
ること

原則として溶接20箇所毎に１箇
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を４方
向から透過し、その撮影長は30
㎝／１方向とする。
（20箇所毎に１箇所とは、溶接
を20箇所施工した毎にその20箇
所から任意の１箇所を試験する
ことである。）



土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行版（令和６年９月版） 改定版（令和７年10月版）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭・コンクリート杭
（根固め）
セメントミルクの圧縮強
度試験

セメントミルク工法に用
いる根固め液及びくい周
固定液の圧縮強度試験
JIS A 1108

参考値：20N/mm2 3
既
成
杭
工

施
工

必
須

鋼管杭（鋼管ソイルセメ
ント杭を含む）・コンク
リート杭
（根固め）
セメントミルクの圧縮強
度試験

セメントミルク工法に用
いる根固め液及びくい周
固定液の圧縮強度試験
JIS A 1108

参考値：20N/mm2 適用範囲の
明確化

2
7
　
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｍ
）

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度
試験

JIS A 1108 小規模工種で１工種当りの
総使用
量が50㎥未満の場合は１工
種１回以上。またはレ
ディーミクストコンクリー
ト工場（JISマーク表示認定
工場・JISマーク表示認証工
場）の品質証明書等のみと
することができる

2
7
　
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｍ
）

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度
試験

JIS A 1108 小規模工種で１工種当りの
総使用
量が50㎥未満の場合は１工
種１回以上。またはレ
ディーミクストコンクリー
ト工場（JISマーク表示認定
工場・JISマーク表示認証工
場）の品質証明書等のみと
することができる

誤記修正

3
0
　
路
上
再
生
路
盤
工

材
料

必
須

土の粒度試験 JIS A 1204 3
0
　
路
上
再
生
路
盤
工

材
料

必
須

土の粒度試験 JIS A 1204 諸基準類と
の整合

3
1
　
路
上
表
層
再
生
工

施
工

必
須

かきほぐし深さ ｢舗装再生便覧｣
付録-８に準じる

3
1
　
路
上
表
層
再
生
工

施
工

必
須

かきほぐし深さ ｢舗装再生便覧｣ 諸基準類と
の整合

5
5
　
港
湾
付
属
工

材
料

そ
の
他

ゴムの物理試験（防舷
材）

JIS K 6250
JIS K 6251
JIS K 6253
JIS K 6257
JIS K 6262

○

5
5
　
港
湾
付
属
工

材
料

そ
の
他

ゴムの物理試験（防舷
材）

JIS K 6250
JIS K 6251
JIS K 6253
JIS K 6257
JIS K 6262

○

誤記修正

－0.7㎝以内 1,000㎡毎 －0.7㎝以内 1,000㎡毎

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に単杭
では30本に１回、継杭では20本
に１回とし、採取本数は１回に
つき３本とすることが多い。
なお、供試体はセメントミルク
の供試体の作成方法に従って作
成したφ５×10㎝の円柱供試体
によって求めるものとする。

１回の試験結果は指定した呼び
強度の85％以上であること。
３回の試験結果の平均値は、指
定した呼び強度以上であるこ
と。
（１回の試験結果は３回の供試
体の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷時
に運搬車から採取した試料
１回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20から
150㎥ごとに１回。なお、テス
トピースは打設場所で採取し、
１回につき６本（σ7…３本、
σ28…３本）とする。

１回の試験結果は指定した呼び
強度の85％以上であること。
３回の試験結果の平均値は、指
定した呼び強度以上であるこ
と。
（１回の試験結果は３回の供試
体の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷時
に運搬車から採取した試料
１回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20から
150㎥ごとに１回。なお、テス
トピースの採取は、１回につき
６本（σ7…３本、σ28…３
本）とする。

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に単杭
では30本に１回、継杭では20本
に１回とし、採取本数は１回に
つき３本とすることが多い。
なお、供試体はセメントミルク
の供試体の作成方法に従って作
成したφ５×10㎝の円柱供試体
によって求めるものとする。

表13－３ゴムの物理的性質参照 製造前製造会社の試験 表２－45ゴムの物理的性質参照 製造前製造会社の試験

舗装再生便覧参照
表-３.２.８ 路上再生路盤用素
材の望ましい粒度範囲による

当初及び材料の変化時 舗装再生便覧参照
表-３.２.９ 路上で破砕した路
盤再生骨材の目標粒度範囲によ
る

当初及び材料の変化時


